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75
歳
未
満
の
人
の
診
療

70
歳
以
上
の
人
は
、
こ
れ
ま
で

老
人
保
健
で
診
療
を
受
け
て
い
ま

し
た
が
、
10
月
か
ら
75
歳
未
満
の

人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
入
さ
れ
て

い
る
医
療
保
険
で
診
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
（
国
保
加
入
者

は
国
保
で
診
療
）
。
た
だ
し
、
昭
和

７
年
９
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
は
、
引
き
続
き
老
人
保
健
制
度

の
加
入
者
に
な
り
ま
す
。

医
療
費
の
患
者
負
担
が
変
更

患
者
負
担
割
合
は
、
３
歳
未
満

が
２
割
と
な
り
、
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の

人
は
、
１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
一
定
以
上
の
所
得
者
は
２

割
で
す
。
３
歳
以
上
70
歳
未
満
の

人
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。

70
歳
未
満
の
人

医
療
機
関
の
窓
口
に
は
、
こ
れ

ま
で
通
り
国
民
健
康
保
険
証
を
提

示
し
ま
す
。
医
療
機
関
で
は
、
保

険
証
の
生
年
月
日
に
よ
り
患
者
負

担
の
割
合
を
判
断
し
ま
す
。

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

医
療
機
関
の
窓
口
に
は
、
国
民

健
康
保
険
証
と
、
新
た
に
70
歳
に

達
し
た
人
に
交
付
す
る
高
齢
者
証

を
提
示
し
ま
す
。
患
者
負
担
の
割

合
は
、
所
得
に
よ
り
１
割
ま
た
は

２
割
で
す
が
、
医
療
機
関
で
は
こ

の
負
担
割
合
の
違
い
を
高
齢
者
証

で
判
断
し
ま
す
。

な
お
、
所
得
の
低
い
人
は
「
入

院
時
一
部
負
担
限
度
額
適
用
・
入

院
時
食
事
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
れ
ば
、

患
者
負
担
の
限
度
額
お
よ
び
入
院

時
の
食
事
負
担
が
少
な
く
て
す
み

ま
す
。
こ
の
認
定
証
は
役
場
国
保

担
当
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

医
療
費
が
高
く
な
っ
た
と
き
の
払

い
戻
し
の
基
準
額
が
変
更

医
療
費
の
患
者
負
担
が
高
く
な

り
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
限
度
額

を
超
え
る
と
超
え
た
分
が
高
額
療

養
費
と
し
て
国
保
か
ら
払
い
戻
さ

れ
ま
す
。
こ
の
基
準
と
な
る
患
者

負
担
の
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

（
左
上
「
変
更
後
」
の
表
参
照
）

75
歳
以
上
の
人
は
老
人
保
健
で
診
療

老
人
保
健
で
診
療
を
受
け
る
の

は
、
こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の
人
で

し
た
が
、
10
月
か
ら
は
75
歳
以
上

の
人
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
昭

和
７
年
９
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
は
、
引
き
続
き
老
人
保
健
制

度
の
加
入
者
に
な
り
ま
す
。

医
療
費
の
患
者
負
担
が
変
更

医
療
費
の
患
者
負
担
割
合
は
、

所
得
に
応
じ
て
１
割
ま
た
は
２
割

負
担
と
な
り
ま
す
。
外
来
の
際
、

○月額負担限度額

病床200床以上

5,300円／月

病床200床未満

3,200円／月

定額制の診療所

850円／月4回

訪問看護ステーション

3,200円／月

または640円／月5回

住民税非課税世帯

＜変更前＞

一　般

外　来 入　院区　分

低
所
得
者

住民税非課税世帯か

つ老齢福祉年金受給

者

37,200円

24,600円

15,000円

低所得者

（※２）

一　般

外　来
自己負担限度額（入院）区　分

40,200円 72,300円＋１％

（40,200円）（※３）

24,600円

＜変更後＞

一定以上所得者（※１）

12,000円

8,000円

40,200円

15,000円

１１ ００ 月月 １１ 日日 かか らら 老老 人人 医医 療療 制制 度度 がが 改改 正正 ささ れれ まま すす

○自己負担の割合

自己負
担割合

・原則１割負担

・診療所は知事への届出に

より定額制の選択可

変更後変更前

一般の方＝１割負担

一定以上所得者＝２割負担

医療機関名 電話 所在地
猪名川町
生駒病院 6 6－0 1 7 2 広根
今井病院 6 6－0 0 3 0 北田原
坂田診療所 6 6－5 2 0 0 紫合
船田医院 6 6－1 3 0 0 松尾台
森内科小児科医院 6 6－0 7 2 7 伏見台
クリニック

ヤマガミ 6 6－6 3 6 8 伏見台
たのうえこども

クリニック 6 5－1 1 8 6 白金
中村内科

クリニック 6 7－2 1 0 0 白金
杉生診療所 6 9－0 0 1 5 鎌倉
川西市
岡林クリニック 9 5－1 0 7 0 美山台
しまお小児科医院 9 9－0 8 1 0 清和台西
田畑クリニック 9 9－4 7 6 5 清和台東
宮田医院 9 8－1 0 0 3 清和台東
宮本内科小児科

医院 9 9－0 3 3 3 清和台東
廣岡医院 9 4－3 0 8 0 大和西
宍戸医院 9 4－1 1 9 6 大和西
清水内科循環器科 9 4－9 1 9 2 大和西
ゆあさ内科 9 5－1 7 0 6 大和西
坂本医院 9 4－2 1 3 1 大和東
福井医院 9 4－2 3 3 5 大和東
市立川西病院 9 4－2 3 2 1 東畦野
元木クリニック 9 5－0 0 6 6 東畦野
織田内科診療所 9 4－0 5 6 7 見野
戸田医院 9 4－7 7 7 8 見野
つちたに

クリニック 9 2－8 2 4 7 新田
ベリタス病院 9 3－7 8 9 0 新田

医療機関名 電話 所在地
上月医院 9 2－3 3 3 1 多田桜木
武田外科 9 3－5 5 7 0 多田桜木
辻医院 9 2－6 1 8 1 多田桜木
渡部医院 9 3－0 3 2 9 緑台
いが小児科 9 0－1 3 2 0 平野
協立温泉病院 9 2－1 3 0 1 平野
つづみがたきT E I

クリニック 9 2－8 3 2 1 鼓が滝
大江内科胃腸科 9 3－0 5 0 1 向陽台
神田内科小児科

医院 9 3－0 5 0 2 向陽台
中村小児科医院 9 3－8 0 0 2 向陽台
吉田医院 9 3－0 6 4 6 向陽台
栗崎整形外科 5 5－5 2 2 2 萩原台東
田上小児科医院 5 7－3 1 1 1 萩原台東
富山医院 5 7－3 0 5 1 萩原台西
協立病院 5 8－1 1 3 1 中央町
間瀬内科

クリニック 5 7－0 0 8 6 中央町
たけもと小児科 5 9－6 1 0 0 栄町
北川医院 5 7－0 1 3 0 栄町
九十九記念病院 5 9－9 0 2 0 栄町
宮崎医院 5 9－3 3 4 5 小花
森本耳鼻咽喉科 5 9－2 1 5 3 小花
藤末医院 5 9－2 9 5 2 小花
山本クリニック 5 5－3 5 1 1 小花
どひ整形外科 5 8－0 6 0 6 小花
小松外科 5 8－8 5 2 0 栄根
阪本医院 5 9－1 1 2 5 栄根
正愛病院 5 8－5 8 2 1 久代
川口医院 5 9－2 0 2 2 久代
前田医院 5 7－0 8 8 6 花屋敷
安井医院 5 9－3 6 5 9 花屋敷

高齢者インフルエンザ予防接種指定機関

高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染

を
予
防
す
る
た
め
、
希
望
者
に
対
し

て
予
防
接
種
を
実
施
し
ま
す
。
次
の

と
お
り
事
前
に
指
定
医
療
機
関
で
予

約
の
上
、
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。▽

期
間
　
平
成
14
年
10
月
15
日
〜

同
15
年
１
月
31
日

▽
実
施
場
所
　
左
表
の
指
定
医
療

機
関▽

対
象
　
接
種
時
に
満
65
歳
以
上

で
希
望
す
る
人
、
60
歳
以
上
65
歳
未

満
で
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害
を
有
す

る
人
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た

は
、
同
程
度
の
診
断
書
を
お
持
ち
の

人
）▽

料
金
　
１
０
０
０
円

▽
接
種
方
法
　
①
事
前
に
指
定
医

療
機
関
に
予
約
し
て
、
説
明
書
と
予

診
票
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
　
②

説
明
書
を
よ
く
読
み
、
あ
ら
か
じ
め

予
診
票
を
記
入
し
て
持
参
し
、
接
種

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

（
�
66
・
１
０
０
０
）
へ
。

高高
齢齢
者者
へへ
のの
イイ
ンン
フフ
ルル
エエ
ンン
ザザ
予予
防防
接接
種種

一
回
８
５
０
円
支
払
っ
て
い
た
定

額
負
担
制
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

医
療
費
が
高
く
な
っ
た
と
き
の
払

い
戻
し
の
基
準
額
が
変
更

患
者
負
担
限
度
額
は
、
世
帯
単

位
で
外
来
と
入
院
を
合
わ
せ
た
限
度

額
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
外
来
に
つ

い
て
は
個
人
ご
と
の
限
度
額
も
定
め

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
の
支
払
い
は
定
め
ら
れ
た
限
度

額
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
10

月
か
ら
は
、
限
度
額
を
超
え
る
分
も

い
っ
た
ん
お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後

に
申
請
（
払
い
戻
し
自
動
振
込
先
登

録
も
可
能
）
に
よ
り
払
い
戻
し
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
左
上

「
変
更
後
」
の
表
参
照
）

「
退
職
者
医
療
制
度
」
と
は
、

長
い
間
勤
め
た
会
社
な
ど
を
退
職

し
て
年
金
を
受
け
て
い
る
人
と
、

そ
の
家
族
が
利
用
で
き
る
国
民
健

康
保
険
制
度
で
す
。
医
療
費
の
患

者
負
担
は
、
一
般
の
国
民
健
康
保

険
よ
り
も
少
な
く
て
す
み
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
は
次
の
と
お
り
で

す
。

▽
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人

▽
老
人
保
健
制
度
の
適
用
対
象
に

な
っ
て
い
な
い
人

▽
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
な

ど
か
ら
年
金
を
受
け
て
お
り
、
そ

の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、
ま
た

は
40
歳
か
ら
10
年
以
上
あ
る
人

該
当
者
で
届
出
さ
れ
て
い
な
い

人
は
、
至
急
届
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
退
職
者
医
療
制
度
に
つ

い
て
は
、
平
成
15
年
４
月
１
日
か

ら
一
般
同
様
一
律
３
割
負
担
と
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
保
険
住
民
課

（
�
66
・
８
７
０
０
）
へ
。

11 00
月月
１１
日日
かか
らら
医医
療療
費費
のの
患患
者者
負負
担担
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

国
民
健
康
保
険
制
度

老
人
保
健
制
度

医
療
制
度

国
民
皆
保
険
制
度

も
、
急
速
な
高
齢
化
に
よ
る
老
人
医
療

費
の
増
加
な
ど
に
よ
り
財
政
的
に
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
政
府
は
、
将
来
に
お
い
て
も
私
た
ち
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
現
在
の
医
療
制
度
を
守
る
た
め
改
革
に
着
手
し
、
10
月

に
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

医療機関名 電話 所在地
礒崎医院 5 9－7 9 3 8 南花屋敷
三浦医院 5 9－2 4 0 4 南花屋敷
杉町医院 5 8－8 4 7 0 小戸
森医院 5 9－3 8 1 6 小戸
藤末医院 5 9－3 8 2 9 栄根
三木外科胃腸科 5 8－5 7 5 2 加茂
浜田整形外科 5 9－1 4 5 5 栄根

今
回
の
制
度
改
正
に
係
る
Ｐ
Ｒ
紙
「
こ
く
ほ
プ
ラ
ザ
」
を
自
治
会

を
通
じ
て
配
付
し
て
い
ま
す
。
公
共
施
設
窓
口
に
も
備
え
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

65歳以上70歳未満で老人医療証をお持ちの方が対象です

Ⅱ

Ⅰ

※１ 次のいずれかに該当する場合、現役世代の平均的収入以上

の所得がある一定以上所得者となります。

①本人の課税所得が124万円以上ある場合

②本人の課税所得が1 2 4万円未満でも、同一世帯で住民税課税所得

が124万円以上ある65才以上の世帯員がいる場合

※２ 低所得者Ⅱとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で

ある方。また、低所得者Ⅰとは、Ⅱの条件に加え、世帯全員の年

間所得が、０円（但し、年金の場合は、年収65万円以下）となる方

※３ １％は一定限度額（3 6 1 , 5 0 0円）を超えた医療費の１％（ ）

内は多数該当の場合（年４回以上の高額療養費受給の場合）

○実施時期

２割負担については、町の条例改正後、対象者および同一世帯

に属する6 5歳以上の者の所得確認が必要となるため、平成1 5年１月

１日から実施することになります。

問い合わせは、健康福祉課（�66－8701）へ。

退
職
者
医
療
制
度


